
広報「だざいふ」消費者コーナー 

マッチングアプリなどで知り合った相手から紹介された投資は、投資サイト自

体が架空の可能性があります。画面上では利益が出ているように見せているだ

けのものもありますので、内容がわからない投資をするのはやめましょう。 

【相談日】毎週月～金曜日（年末年始、祝日を除く） 

【時 間】９：３０～１２：００/１３：００～１６：００ 

【相談方法】電話（面談相談も可）※予約不要 

【場 所】市役所２階 消費生活相談室 
☎092-921-2121（内線 348） 

マッチングアプリなどで知り合った人物から、「ふたりの将来のために一緒に

投資をしよう」などと言われ、勧められた投資サイトへ送金したところ、相手と連

絡が取れなくなった、出金しようとしたら手数料が必要などと言われ次々にお金

を要求されるといったトラブルが増えています。 

恋愛感情を利用して投資の勧誘を行い、様々な

名目で金銭を要求する手口を 

『ロマンス投資詐欺』 と言います。 

特に、なかなか会えない事を強調するため、外国人や海外に住んで 

いる人物になりすまし、職業は『投資家』、『医者』、『会社役員』、『軍関係

者』、『医療関係者』などと詐称することが多い様です。 

トラブル回避のアドバイス 

■取引内容がよくわからない投資はやめましょう。 

■会ったことのない人を簡単に信用しない。必ずもうかる投資はありません。 

 そもそも投資にはリスクが伴います。必ずもうかる投資は存在しません。うまい話しを

もちかけられたり、恋愛感情に付け込んで金銭を要求されたら詐欺を疑ってください！

■少しでもおかしいなと思ったら、消費生活センターへ相談しましょう。 

マッチングアプリなどのネットを利用した婚活サービスは、真剣な出会いの場

として利用が広がっていますが、一方で、悪意をもった利用者が残念ながら紛れ

込んでいます。お金を渡してしまうと、取り戻すことは極めて困難となりますの

で、少しでもおかしいなと感じたら、消費生活センターに相談してください。 


